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利用者は、その時々の状況や要望に応じた
柔軟な支援により、安心して暮らせている
（参考項目：28）

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

65
利用者は、健康管理や医療面、安全面で不
安なく過ごせている
（参考項目：30,31）

1. ほぼ全ての利用者が

72
職員から見て、利用者の家族等はサービス
におおむね満足していると思う

1. ほぼ全ての家族等が

4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

64
利用者は、戸外の行きたいところへ出かけ
ている
（参考項目：53）

1. ほぼ全ての利用者が

71
職員から見て、利用者はサービスにおおむ
ね満足していると思う

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 利用者の２/３くらいが

63
利用者は、職員が支援することで生き生き
した表情や姿がみられている
（参考項目：40,41）

1. ほぼ全ての利用者が

70
職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが

2. 利用者の２/３くらいが 2. 少しずつ増えている
3. 利用者の１/３くらいが 3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

3. たまにある 3. たまに
4. ほとんどない 4. ほとんどない

62
利用者は、一人ひとりのペースで暮らして
いる
（参考項目：42）

1. ほぼ全ての利用者が

69

運営推進会議を通して、地域住民や地元の
関係者とのつながりが拡がったり深まり、
事業所の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

1. 大いに増えている

4. ほとんど掴んでいない 4. ほとんどできていない

61
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす
場面がある
（参考項目：18,42）

1. 毎日ある

68
通いの場やグループホームに馴染みの人や
地域の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度

60
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の
意向を掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

1. ほぼ全ての利用者の

67

職員は、家族が困っていること、不安なこ
と、求めていることをよく聴いており、信
頼関係ができている
（参考項目：9,10,19）

1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの 2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの 3. 家族の１/３くらいと

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～59で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】

　法人基本理念のもと職員で話し合い立案したホーム独自の行動指針を掲げている。行動指針はホーム名（ＡＩＲＥ
Ｎ）にちなだ合言葉（Ａ：acteve「明るく元気な活動」/Ｉ：idea「職員の意見・提案」/Ｒ：relax place「安らぎの空

間作り」/Ｅ：everyday「一日一日を大切に、毎日を楽しく」/Ｎ：natural「利用者のありのままの個性を活かす」）に
表し、職員は明るく笑顔が絶えない雰囲気作りを意識し、利用者の主体性を大切にした支援に取り組んでいる。地域

とは日頃の散歩・買い物時の挨拶や花・野菜・果物のおすそ分け、町会行事・商店街祭りへの参加、町内回覧板・ポ

スティングでのホーム行事の案内等、地域に根差して交流している。市・地域包括とは認知症カフェの共同開催を企

画する等の協力・連携体制を構築している。同法人では専門学校・保育園・隣接の障害者グループホームを運営して

おり、学校・保育園行事への招待やホーム行事での交流、学生ボランティアの受け入れ等で相互交流している。また
近隣の高校生のふれあい体験（課外授業）や高校生インターンシップも受け入れている。ホーム提携医・歯科医・眼

科医の往診や訪問看護による医療支援体制を整備し24時間の相談・連携体制を構築しており、利用者・家族の安心に

繋がっている。ホームとして利用者にとって居心地よく安らげる空間作りに取り組んでおり、共用空間・居室・庭
園・ウッドデッキ・ホーム菜園等のハード面も充実させている。人財育成の面から職員の主体性を重視しており、職

員の提案・アイデアを活かした支援に取り組んでいる。

基本情報リンク先http://www.kaigokensaku.jp/

評価機関名 福祉サービス第三者評価機関　有限会社エイ・ワイ・エイ研究所

所在地 石川県金沢市無量寺5丁目45番地2　サンライズⅢ106号

訪問調査日 令和４年１月２６日

所在地 石川県金沢市平和町3丁目14番地8号

自己評価作成日 令和4年1月19日 評価結果市町村受理日 令和４年４月２６日

1  自己評価及び外部評価結果

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号 1790100513 利用者にとって「我が家」のような居心地が良く、くつろいでお過ごしいただけるような施設であるよう心掛けてい

ます。それぞれの想いや希望に沿った暮らしが継続できるよう、職員は利用者の「応援団」となり、あくまで利用者

主体の支援を心掛け、利用者の願う生活を提案しています。利用者と職員が諸活動・行事を共にすることで、共感と

共有ができる施設運営を心掛けています。利用者の高齢化に伴う体力や身体機能の低下を防ぐため、提携主治医や歯
科医と連携し情報共有を行っています。法人グループ内の障がい者施設や認定こども園、放課後児童クラブと連携

し、世代や価値観の違う方々との交流を行っています。

法人名 社会福祉法人愛里巣福祉会

事業所名 高齢者グループホーム愛蓮



自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1）○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所
理念をつくり、管理者と職員は、その理念を
共有して実践につなげている

2 （2）○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けら
れるよう、事業所自体が地域の一員として日
常的に交流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知
症の人の理解や支援の方法を、地域の人々に
向けて活かしている

外出支援を行うことで近隣との交流を促し、当施設を

認知して頂けるよう努めている。地域の認知症の相談

窓口として気軽に訪れていただけるような雰囲気づく

りを心掛けている。コロナ禍において地域行事の中止

などもあり、交流の場は減っているが、運営推進会議

に近隣の方々をお招きし情報の公開を行っている。

法人理念「人々の幸せを追求し、生きる力をはぐく

む」を基本理念としている。職員が立案した行動指針

「愛蓮5つの想い」を毎朝唱和し日々のケアに反映さ

せ実践している。

　法人基本理念のもと職員が話し合い立案したホーム

独自の行動指針「愛蓮の5つの想い」を掲げ玄関に掲

示している。法人理念と行動指針は入社時に詳しく説

明し、毎日の朝礼・申し送り時での唱和やミーティン

グ・会議にて振り返ることで理念・行動指針に立ち返

り職員に周知している。振り返りでは日々の支援が理

念・行動指針に沿ったものになっているか、利用者が

安穏に生活できているか、良い点・悪い点を検討して

実践に取り組んでいる。

近隣の店舗での買い物や散歩など、利用者に同伴しい

て頂くことで施設の活動を認知して頂けるよう工夫し

ている。一斉清掃など、町内会の行事に参加したり、

平和町商店街振興組合に加入したことで、近隣との交

流を深めている。近隣のご家庭から柚子や野菜をを頂

いたりと、ご近所づきあいも継続している。

　町会行事（総会、清掃奉仕作業、防災訓練、納涼会

等）に利用者と一緒に参加している。町内回覧板やポ

スティングにてホーム行事を案内し地域住民の参加を

募っている。同法人が運営する学校・保育園とは行事

への参加や、ホーム行事での交流、学生ボランティア

の受け入れ等、相互交流している。また近隣の高校生

のふれあい体験やインターンシップを受け入れてい

る。地域住民とは商店街祭りへの参加や、日常的な商

店街利用、散歩時の挨拶、花・果物等のおすそ分けが

あり、ホームから情報発信することで地域住民との交

流機会の増加に取り組んでいる。コロナ禍において行

事や関係者の来訪は自粛を余儀なくされているが、短

時間・密を避けた外出を支援している。

自己 外部 項　　目
自己評価 外部評価

実践状況 実践状況
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

4 （3）○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実
際、評価への取り組み状況等について報告や
話し合いを行い、そこでの意見をサービス向
上に活かしている

5 （4）○市町村との連携
市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事
業所の実情やケアサービスの取り組みを積極
的に伝えながら、協力関係を築くように取り
組んでいる

6 （5）○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介護保険法指定
基準における禁止の対象となる具体的な行
為」を正しく理解しており、玄関の施錠を含
めて身体拘束をしないケアに取り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につ
いて学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所
内での虐待が見過ごされることがないよう注
意を払い、防止に努めている

身体拘束廃止委員会同様、職員同士で遠慮なく
指摘しあえるような関係づくりを心掛けてい
る。職員主導の勉強会での意見交換や、E-ラー
ニング等の個別の研修を定期的に行い、知識と
理解を深めている。

運営推進会議には金沢市介護保険課職員・地域
包括支援センターから交互にお招きしご意見や
助言をいただいている。金沢市介護相談員の訪
問はコロナ感染予防の為、現在中止している。

　運営推進会議や市のグループホーム連絡会部会・研

修会・地域ケア会議への参加を通じて、市・地域包括

担当者との連携体制を構築している。また日頃より制

度・運営上の疑問点がある際に相談し、機会あるごと

にコミュニケーションを図っている。市の出前講座を

ホーム内研修（感染症対策等）に活用しており、また

認知症カフェの共同開催など市や地域がホームに求め

る事項を検討して市・地域包括との協力体制構築に取

り組んでいる。

身体拘束廃止委員会を年4回開催している。会議の進

行や議題においては、その都度職員が主導で行ってお

り理解を深め研鑽に努めている。職員同士が遠慮なく

指摘しあえるような職場環境を心がけ、日常の申し送

りなどでも適時意見交換を行っている。

　身体的拘束廃止検討委員会の計画のもと、職員が主

体となって身体拘束に関するホーム内研修（e-ラーニ

ング）を実施している。また３ヶ月毎のチェックリス

ト実施による職員の意識調査や、外部研修への参加、

ミーティング等での具体的事例についての話し合いを

通じて、ホームと職員との認識のズレを修正して身体

拘束しない支援（スピーチロック等含む）を周知して

いる。日常やカンファレンスでも職員間で気づいた事

を注意し合い、職員本人の気づきを振り返り、良い

事・ダメな事を明確にしている。利用者が外出したい

時は、付き添いや見守り（地域含む）対応しており、

利用者の安全にも配慮している。

2か月に1回開催している。民生委員や振興組合役員な

ど近隣の方々だけでなく、利用者のご家族や連携する

医療機関の方や薬剤師等、幅広い人選のもと会議を開

催し活動状況の報告や意見交換を行っている。活動状

況をわかりやすくお伝えするため、資料には写真を添

付している。気軽に意見交換が出来るような雰囲気づ

くりに努めている。

　運営推進会議は町会長、振興組合役員、民生委員、

介護相談員、家族、行政担当者等が参加し年6回開催

（書面開催含む）している。会議ではホームの活動

（写真等を活用）や近況を報告し、参加者やオブザー

バー（近隣スーパースタッフ、市立病院職員、薬剤

師、地域住民等）との質疑応答・意見交換を行ってい

る。また地域行事の案内、ホームの地域交流室の活用

（子供会役員会への場所提供）、市との共同企画、防

災勉強会等、各種情報提供・アドバイス・提案等を話

し合う機会となっている。

3/14



次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成
年後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の
必要性を関係者と話し合い、それらを活用で
きるよう支援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又は改定等の際は、利用者
や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明
を行い理解・納得を図っている

10 （6）○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員
ならびに外部者へ表せる機会を設け、それら
を運営に反映させている

11 （7）○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見
や提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、
勤務状況を把握し、給与水準、労働時間、や
りがいなど、各自が向上心を持って働けるよ
う職場環境・条件の整備に努めている

毎月一回開催するユニット会議にて運営状況を
職員に報告している。職員から聞き取りも行い
職員主体の運営が行えるよう心掛けている。

　日頃より職員の意見や提案を積極的に反映させたケ

アに取り組んでいる。活動・行事企画や業務改善提案

等を話し合う毎月のユニット会議・リーダー会議にお

いて、人財育成の面からも職員主体で意見交換・合意

形成しており、管理者はサポート役として必要に応じ

てアドバイスしている。目標管理を兼ねた個人面談を

年2回実施しており、職員個々の生活環境や悩み等を

聞ける機会となっている。

法人の就業規則に則り職員の労働条件や働きやすい環

境づくりを行っている。施設長と職員の面談を年2回

開催しており、各自の目標設定など聞き取りを行い、

職員の想いを聞き取っている。

御家族におかれては不安や疑問のないよう入居契約時

に丁寧な説明を行い安心して利用できるよう心掛けて

いる。介護報酬等、変更あった場合は適時書面にて同

意を求めわかりやすい説明を心掛けている。利用者の

高齢化に伴う身体能力の変化や医療機関からの指導

等、サービスの変更ある場合は適時報告を行い、情報

の開示と共有を行っている。

御家族に「今月のご様子」と題したお便りを毎月一回

郵送し普段の暮らしぶりや変化についてお伝えしてい

る。コロナ感染予防の為、面会については時間制限な

ど条件を設け継続しており、その都度ご報告やご要望

の聞き取りを行っている。運営推進会議に地域の方々

や関係機関の方々をお招きし活動状況をお伝えするこ

とで情報の開示を行っている。

　担当職員が中心となり家族との会話を大切にして信

頼関係を構築し、家族が意見や要望を言いやすい関係

作りに取り組んでいる。面会（感染対策のうえ）・電

話時に家族が意見・要望を言いやすいように、メール

やＳＮＳでのこまめな近況伝達、担当者が作成した個

別便り（一緒に過ごしている中での様子や写真等）を

毎月家族に送付している。コロナ過では開催を自粛し

ているが、家族参加の行事、誕生日会等でも家族と職

員が食事をともにしながら会話できる機会を設けてい

る。

日常生活支援制度や成年後見制度を利用されている利

用者もおり、制度の理解を深めるため施設内研修など

で学びの場を設けている。日常生活支援制度を利用さ

れている方においては、金沢市社会福祉協議会から毎

月面談があり、その都度情報の共有を図ってる。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの
実際と力量を把握し、法人内外の研修を受け
る機会の確保や、働きながらトレーニングし
ていくことを進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する
機会を作り、ネットワークづくりや勉強会、
相互訪問等の活動を通じて、サービスの質を
向上させていく取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援 )d@

15 ○初期に築く本人との信頼関係
サービスを導入する段階で、本人が困ってい
ること、不安なこと、要望等に耳を傾けなが
ら、本人の安心を確保するための関係づくり
に努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困って
いること、不安なこと、要望等に耳を傾けな
がら、関係づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が
「その時」まず必要としている支援を見極
め、他のサービス利用も含めた対応に努めて
いる

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におか
ず、暮らしを共にする者同士の関係を築いて
いる

御家族からの要望だけでなく、利用者の生活歴や嗜好

も聞き取りし、穏やかな生活が遅れるよう配慮してい

る。職員による生活介助だけでなく、主治医や薬剤師

等、連携する機関の専門的な助言も取り入れた介助を

行っている。

あくまで利用者主体の介助を心掛け、職員主導になら

ないよう心掛けている。利用者の生活歴や嗜好、得意

とすることを理解し、家事や農作業等それぞれが活躍

できる場面を提案している。毎年、かぶら寿司や梅干

しづくりを行い、職員においては利用者から学ぶ場面

を設け利用者の残存能力を引き出す支援を行ってい

る。

サービスの開始に伴い面談にてご本人やご家族の要望

をお聞きし、想いに沿った支援計画を提案している。

不安や疑問があれば、気兼ねなく相談できるような雰

囲気づくりに努めている。「ご意見箱」を設置し、直

接相談しづらい方にも気兼ねなくご意見を提案できる

ような環境を整えている。

サービス開始時の面談で、御家族の想いや困りごとを

お聞きすることで情報収集を行い、適切なケアが提案

できるよう心掛けている。ご家族には毎月一回「今月

のご様子」と題したお手紙を郵送し、普段の暮らしぶ

りをお伝えしている。また、面会時等で直近のご様子

をお伝えする等、情報提供を心掛けている。

施設外研修に参加することで職員のスキルアップを

図っている。受講後、研修報告書を作成し他職員との

情報の共有を行っている。施設内研修では職員主体で

行うことにより、各職員の自主性を引き出しスキル

アップを図っている。

事業所連絡会やグループホーム部会等、同業者との意

見交換の機会を利用していたが、コロナ禍において感

染予防の為、滞っている部分がある。今後は感染状況

に合わせ以前のような意見交換の場に参加したい。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におか
ず、本人と家族の絆を大切にしながら、共に
本人を支えていく関係を築いている

20 （8）○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や
場所との関係が途切れないよう、支援に努め
ている

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤
立せずに利用者同士が関わり合い、支え合え
るような支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これま
での関係性を大切にしながら、必要に応じて
本人・家族の経過をフォローし、相談や支援
に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9）○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の
把握に努めている。困難な場合は、本人本位
に検討している

あくまで利用者主体の介助を心掛け、自己決定や選択

して頂けるよう配慮し、職員主導にならないよう心掛

けている。ケア記録に利用者の発言や表情などを記載

し、職員が適切な接遇に反映できるよう情報共有して

いる。

　担当職員が中心となり日常会話や1：1の場面（居

室、入浴介助時等）にて利用者が発した言葉（～した

い、生活歴等）を記録して、職員間で情報共有し利用

者個々の思い・意向又はその変化を検討している。遠

慮がちな性格や表現が困難な利用者については、利用

者の立場に立って物事を検討し、職員からの声かけや

働きかけた時の表情・仕草等からその「思い、希望」

を推察し検討している。業務の工夫・チームケアによ

り、利用者の横に職員が座ってできるだけ長い時間を

一緒にゆっくり過ごせるようホーム全体で取り組んで

いる。

利用者の個性を把握し、良好な関係が築けるよう配慮

している。パブリックスペースの席の配置や行事など

の活動においては、普段の利用者の関係性を把握し配

慮している。お互いに親睦を深めていただけるよう、

利用者全体が参加できる活動を提案している。

退居された利用者のご家族を餅つき等の行事にお誘い

したことがあるが、コロナ禍も相まって滞っている部

分がある。転居される利用者においては転居先への情

報提供を行い、適切なケアの継続を図っている。

御家族と連携した支援が提供できるよう、お便りの郵

送や面会時でのお声掛けを行い情報を共有し、ご家族

も巻き込んだ支援を行っている。外出や一時帰宅な

ど、ご協力いただいているが、コロナ禍において滞っ

ている部分もあり、状況を鑑み再開したい。

利用者の個室には馴染みの家具などを持参して頂き、

穏やかな生活を継続できるよう対応している。馴染み

のあるご友人やご親戚に年賀状を郵送したり、面会の

場を提供し関係が途切れないよう心掛けている。

Zoomを使用した面会も行っている。

　利用者・家族との日常会話の中から馴染みの人・場

所の把握に取り組んでいる。得られた情報はアセスメ

ントシートに集約して職員間で共有している。コロナ

過.においても感染対策をした上での家族・親族・.友

人とのホームでの面会やリモート面会、電話、年賀

状・暑中見舞い等の送付支援等、馴染みの人間関係が

途切れないよう支援している。家族との繋がりについ

ても携帯電話の活用や交流会の実施、外出・自宅外泊

（コロナ過では自粛）等により関係が希薄にならない

よに配慮している。新旧の馴染みの場所（自宅、商

店、飲食店、墓参、美容室、クリーニング屋等）にも

家族の協力を得ながら送迎・外出支援している。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生
活環境、これまでのサービス利用の経過等の
把握に努めている

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有
する力等の現状の把握に努めている

26（10）○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあ
り方について、本人、家族、必要な関係者と
話し合い、それぞれの意見やアイディアを反
映し、現状に即した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工
夫を個別記録に記入し、職員間で情報を共有
しながら実践や介護計画の見直しに活かして
いる

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニー
ズに対応して、既存のサービスに捉われな
い、柔軟な支援やサービスの多機能化に取り
組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を
把握し、本人が心身の力を発揮しながら安全
で豊かな暮らしを楽しむことができるよう支
援している

地域の商業施設の利用や近隣住民の方からの差し入

れ、町内会の一斉清掃の参加等、地域の方々と触れ合

う場面を設け、認知して頂けるよう努めている。平和

町商工会主催の夏祭りやハロウィーン行事等、コロナ

禍において滞っている場面もあるが、運営推進会議を

通して情報の共有を維持している。

ケア記録に情報を記録する際は職員の主観で判断せ

ず、わかりやすい記録を心掛け、情報の共有に努めて

いる。利用者の行動だけでなく発言等にも着目し記録

することで、ご本人が何を望んでいるのか職員間で共

有できるよう心掛けている。

利用者のニーズにおいて、外出支援や病院受診などご

家族のご協力をいただくことがある。毎月発送するお

便りや面会時にご報告することで情報の共有を行い、

円滑に支援が提供できるよう心掛けている。

日々の暮らしぶりを適時ケア記録として保存し、申し

送りの際に職員間で共有している。毎朝のバイタル測

定で健康状態を把握し、疑問点などは適時主治医に報

告し連携した支援を提供している。

各利用者に担当の職員を配置し、きめ細やかな情報収

集に努めている。課題や問題点があれば適時カンファ

レンスを開催し意見交換し適切なケアを提案してい

る。主治医や提携薬局等、外部の連携機関にも意見を

求め、健康面も含めた介護計画の立案を行っている。

　担当職員が中心となって「本人のしたい事」「出来

る事」「楽しい生活」「日々の健康管理」の視点を重

視した介護計画を立案している。家族の意見・意向も

確認し、カンファレンスにて課題・問題点・意見をと

りまとめ、利用者本位の介護計画を作成している。担

当職員が日常生活の中から利用者への理解を深め、介

護計画の実施状況をモニタリングして、3ヶ月毎また

は随時に介護計画を見直している。

　介護計画中のサービス内容について、よ

り具体的になるよう5W1Hを意識した支援方

法の検討に期待する。

入居時の面談でこれまでの暮らしぶりをご家族やご本

人から聞き取りし、入居後も穏やかな生活を継続でき

るよう情報を共有している。馴染みの品や家具などの

持ち込みを受け付けており、利用者にとって居心地の

良い生活環境を提案している。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

30（11）○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、
納得が得られたかかりつけ医と事業所の関係
を築きながら、適切な医療を受けられるよう
に支援している

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報
や気づきを、職場内の看護職や訪問看護師等
に伝えて相談し、個々の利用者が適切な受診
や看護を受けられるように支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるよ
うに、又、できるだけ早期に退院できるよう
に、病院関係者との情報交換や相談に努めて
いる。あるいは、そうした場合に備えて病院
関係者との関係づくりを行っている。

33（12）○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、
早い段階から本人・家族等と話し合いを行
い、事業所でできることを十分に説明しなが
ら方針を共有し、地域の関係者と共にチーム
で支援に取り組んでいる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての
職員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に
行い、実践力を身に付けている

ターミナルケアは行わない方針だが、高齢化に伴う重

度化に対応するため、訪問看護を依頼し主治医との連

携を行っている。ご家族には利用者の健康状態や実施

している医療ケアを都度報告し、入居の継続が可能か

判断して頂けるよう心掛けている。医療ケアの比重が

高まり、転居を検討して頂く場合は、可能性を含めご

家族に早急にお伝えし、余裕を持って検討して頂ける

よう心掛けている。

　利用者・家族の希望に沿った重度化・終末期支援に

対応することを基本方針としており、利用開始時に利

用者・家族に十分に説明している。重度化・終末期支

援への対応としてハード面（リフト浴の設置等）の準

備やホーム提携医・訪問看護による医療連携体制を整

備している。看取り支援は行わない方針であり、利用

者の重度化の段階（自立歩行、食事量の変化等）に応

じて家族との話し合いの場を設け、主治医の意見・家

族の意向を確認のうえ、ホームとしての関わり方（継

続介護支援、病院・施設へのスムーズな移行等）を明

確にして支援している。職員にもターミナルケア勉強

会（死生観、メンタルケア等）や資料を用いた利用者

の状態説明に取り組んでいる。

介護中の転倒等、急変時には即対応できるよう緊急対

応マニュアルを設置している。外部から講師を招き、

AEDや心肺蘇生法の研修を行っていたが、コロナ禍に

おいて感染予防を鑑み近年は滞っている。

毎朝のバイタル測定で利用者の健康状態を把握し、異

常あれば適時報告を行い健康状態の維持に努めてい

る。毎週の往診以外にも訪問看護や月一回の血液検査

を行っており、利用者の健康維持に努めている。提携

の歯科の訪問診療も行っており、相談事あれば適時報

告している。

入院加療となった場合は、入院医療機関に介護サマ

リーを提出し生活面でのフォローアップと情報共有を

行っている。入院期間が可能な限り短期間になるよ

う、入院先やご家族と連絡を取り合うよう努めてい

る。

入居時に主治医の変更を了承して頂いた場合は、診療

情報提供書を介して契約を行い、切れ目のないケアを

提供している。毎週の往診時においては、事前に施設

から情報提供書を提出し、日々の変化を適時お伝えす

ることで情報の共有を行っている。専門医の受信にお

いては主治医とも相談し、適時対応している。

　利用者・家族の希望に応じたかかりつけ医への継続

外来受診またはホーム提携医による月2回の定期往診

を選択できる医療支援体制となっている。また週2回

の訪問看護の健康管理体制や歯科医・眼科医の往診手

配が整備されており、ホーム提携医・訪問看護による

24時間の医療相談・連携体制を構築している。専門医

（皮膚科、整形外科等）への受診は家族の付き添いを

依頼しているが、必要に応じた支援（ホーム提携医を

介しての情報交換、文書による情報提供、職員同行説

明、送迎等）を行っている。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

35（13）○緊急時等の対応
けが、転倒、窒息、意識不明、行方不明等の
緊急事態に対応する体制が整備されている

36（14）○バックアップ機関の充実
協力医療機関や介護老人福祉施設等のバック
アップ機関との間で、支援体制が確保されて
いる

37（15）○夜間及び深夜における勤務体制
夜間及び深夜における勤務体制が、緊急時に
対応したものとなっている

38（16）○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わ
ず利用者が避難できる方法を全職員が身につ
けるとともに、地域との協力体制を築いてい
る

夜間は各ユニットに従業員1名を配置、人員基準に基

づいた配置を行っている。緊急時には職員の連絡網を

活用し、施設に駆け付けられる態勢を整えている。グ

ループラインの活用も行っている。主治医との24時間

オンコール体制で緊急時に備えている。

　夜間は各ユニット1名（ホーム内合計2名）の勤務体

制となっている。緊急時には同法人の隣接障害者グ

ループホームの宿直者による応援体制を確保してい

る。また緊急連絡網・グループLINEによる近隣在住の

職員の応援体制（ホームから近い職員順の連絡網）と

ホーム提携医による支援体制（相談・指示・緊急往

診）が整備されている。毎日の夜勤者への申し送り時

に利用者のその日の様子・懸念事項・主治医や訪問看

護の指導事項を伝達し夜勤中の緊急対応に備えてい

る。

非常災害時マニュアルを設置している。出火想定の消

火・避難訓練を定期的に開催し緊急時に備えている。

避難訓練の際、町内会の防災委員の方に参加して頂い

たことがあるが、コロナ禍において外部の方をお招き

することが滞っており、近隣との連携が課題となって

いる。

　年2回、隣接の障害者グループホームと合同で避難

訓練（夜間の火災発生想定）を利用者も参加し実施し

ている。訓練では避難場所・経路・利用者別の避難移

動方法の確認、通報訓練、消火・煙体験を行ってい

る。また毎月の自主訓練も行っている。地域の防災訓

練（震災想定）に参加し地域の避難場所と避難ルート

を確認しており、地域住民（町内の防災委員）との被

災時の協力関係の構築を図っている。

　大規模災害発生時における隣接施設（障

害者GH）との協力関係（役割分担など）の

整備への取り組みに期待する。

緊急対応マニュアルを設置し、急変時に備えている。

職員の入社時はマニュアルの内容を伝え、緊急時の対

応を想定した研修を必ず行っている。急変時の症状一

覧表も設置してあり、初動が速やかに行われるよう努

めている。主治医とは24時間オンコールの体制があ

り、急変時の相談と指示を仰ぎ対応している。離設な

ど、行方不明発生時は、紙媒体での利用者情報を設置

してあり、発生時の情報公開体制を整えている。

　緊急時対応マニュアルと急変時症状別の応急処置方

法を作成し各フロアに備え付けている。年間計画の中

での勉強会（季節毎・事例毎の処置方法、連絡訓練

等）やＱ＆Ａマニュアルやヒヤリハット事例を活用し

た対応訓練を実施し職員の基礎スキルアップを図って

いる。日頃よりホーム提携医との連携・相談により利

用者の現状を把握しており、緊急時はホーム提携医に

よる相談・指示体制が整備されている。また行方不明

発生時の対応方法については利用者情報書面を準備し

ており、発生時の情報公開体制を整備している。

　誤嚥・窒息等の実技訓練の継続実施に期

待する。

契約書に市内医療機関の記載があり、連携体制を確保

している事をお伝えしている。入院先の地域連携室と

は連絡を取り合い、今後も想定される入院に備え連携

を図るよう努めている。他介護老人福祉施設において

は転居や入居の際、情報を共有しており、今後も連携

した支援が提供できるよう努めている。

　ホーム提携医・訪問看護による24時間の医療支援体

制が整備されている。必要に応じて歯科医・眼科医の

往診の協力体制も確保している。契約による介護老人

福祉施設のバックアップ体制を確保しており、法人全

体の支援体制も構築している。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

39（17）○災害対策
災害時の利用者の安全確保のための体制が整
備されている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
40（18）○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバ
シーを損ねない言葉かけや対応をしている

41 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表した
り、自己決定できるように働きかけている

42 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではな
く、一人ひとりのペースを大切にし、その日
をどのように過ごしたいか、希望にそって支
援している

43 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができる
ように支援している

更衣や整容においては、利用者の嗜好と決定を優先し

職員の価値観を押し付けないよう配慮している。選択

の難しい方には、あくまで提案という形で対応してい

る。普段の身だしなみだけでは、在宅時に使用してい

た化粧品の持ち込みも受け付けている。行事開催時に

はボランティアによるお化粧やネイル加工等を提案

し、着飾る喜びを実感して頂く配慮を行っている。

職員の価値観が先行しないよう、あくまで利用者主体

の介助や生活援助を心掛けている。利用者の想いに寄

り添うことを重視し「待つ」姿勢に重きを置き、自己

決定できる環境づくりを心掛けている。

利用者の活動においては日々のスケジュールにとらわ

れず、その時の想いや体調に合わせて臨機応変な対応

を心掛けている。自己決定を最優先とするが、判断が

難しい利用者においては、複数の提案や代替案をお伝

えすることで、選択しやすい関わりに配慮している。

災害発生時の備蓄品として食料や飲料水の確保を行っ

ている。消費期限の確認など滞っている場面があり改

善の余地がある。衛生用品や常備薬等、随時ストック

がある環境を整えている。避難訓練やシェイクアウト

いしかわには利用者にも参加して頂いている。

　建物は耐震構造となっており、防災設備（火災報知

器、消火器、スプリンクラー等）が完備され業者によ

る定期作動点検も実施されている。非常災害対応マ

ニュアルを策定し緊急連絡先をとりまとめている。備

蓄品として食料品・飲料水（1週間分）、利用者の介

護用品、薬剤情報、簡易トイレ、災害用キットを準備

している。備蓄品は今後も必要な物品を検討して充実

を図っていく予定としている。

人生の先輩として尊敬の念をもって接している。身体

拘束委員会や施設内研修を通してプライバシーの保護

や人格の擁護を職員間で考え実践するよう努めてい

る。適切な声掛けや接遇のマナーについては日々の申

し送りで話し合い、職員同士が遠慮なく指摘しあえる

よう心掛けている。

　年間計画の中で研修（e-ラーニング、出前講座含

む）やユニット会議での話し合いを通じて、接遇や利

用者の性格・生活歴等への理解と尊厳・プライバシー

保護について学習している。利用者への言葉遣いや、

トイレ誘導時の声かけ方法、入浴・更衣・排泄介助時

の同性介助の希望の確認、希望する呼称（名字やニッ

クネーム）の選定と家族への了承、申し送り時は他者

に聞こえないように場所や声の大きさに配慮してい

る。「利用者が嫌な思いをしないケア・対応」「選択

肢をもってもらう」を基本として、気になる点は職員

同士で注意し合い利用者の尊厳やプライバシーを損ね

ない対応に取り組んでいる。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

44（19）○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとり
の好みや力を活かしながら、利用者と職員が
一緒に準備や食事、片付けをしている

45 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通
じて確保できるよう、一人ひとりの状態や
力、習慣に応じた支援をしている

46 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食
後、一人ひとりの口腔状態や本人の力に応じ
た口腔ケアをしている

47（20）○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひ
とりの力や排泄のパターン、習慣を活かし
て、トイレでの排泄や排泄の自立にむけた支
援を行っている

ケア記録に排泄を適時記録し、利用者の排泄パターン

を把握し適切な時間帯での声掛けや介助を行うことで

快適な排泄環境を提案している。介助を必要とする利

用者においては、尊厳を傷つけることのない声掛けを

心掛けている。適切な声掛けはケア記録や申し送りを

活用し職員間で共有している。紙パンツ等の衛生用品

に頼ることなく、利用者の排泄パターンからポータブ

ルトイレの設置やパブリックスペースの座席の配置

等、環境面においても配慮するよう心掛けている。

　ホームとして「トイレでの快適な自立排泄」を支援

している。利用者の持っている力を活かすために「ケ

ア記録」への排泄記録をもとに排泄パターン（時間

帯、間隔、サイン、体調等）の把握に取り組んでい

る。利用者毎の必要に応じて声かけ誘導やオムツ・

パッド・ポータブルトイレ等の使用（本人と相談のう

え）、体調に合わせた食事・水分補給等を支援してい

る。夜間は本人の希望や睡眠状況・歩行の安全性に合

わせて見守り・声かけ誘導を支援している。

利用者の健康状態や嗜好を参考にし最適な栄養の確保

が出来るよう、職員間で情報を共有している。摂食量

や水分摂取量をケア記録に記録することで共有し、捕

食の提案など臨機応変に対応できるよう心掛けてい

る。摂食量の低下に伴う栄養補助飲料の提案など、主

治医への働きかけなどは、ケア記録や体重測定などの

根拠を残し相談している。

提携の歯科医に適時相談を行い、口腔の健康を保ち末

永く食事することを楽しんでいただけるよう配慮して

いる。必要に応じて往診を依頼し治療や助言を得てい

る。普段は利用者に歯磨きを実践して頂けるよう声掛

けや見守りを行っている。

法人内の障がい者就労施設から食材を提供して頂き、

調理や盛り付けは利用者に参加して頂ける環境を整え

ている。特定の食事形態にとらわれず、パブリックス

ペースを生かしたビュッフェ形式の食事の提案やテイ

クアウトの利用等、臨機応変に対応することで楽しみ

ながら召し上がっていただける環境を提案している。

季節に合わせて梅干しづくりやかぶら寿司を利用者主

体で行っている。

　朝食と夕食は管理栄養士の献立をもとに食材は隣接

施設から提供されたものを調理して提供している。昼

食は食事当番担当者が買い物してきた食材や家族・地

域住民からのおすそ分け食材（野菜・フルーツ）・畑

で採れた野菜を使って、好き嫌いを利用者と相談して

献立を決めている。食事の準備や後片付けは利用者の

やりたい事・得意な事を活かし主体的に職員と一緒に

行っている。利用者の知恵や経験を活かした梅干し作

り、かぶら寿司作り、月1回のおやつ作り（白玉ぜん

ざい、桜もち等）やビュッフェスタイルでの選択食、

お弁当・出前での食事、誕生日等の記念外食、利用者

にとって食事が楽しみとなる機会作りを工夫してい

る。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

48 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の
工夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予
防に取り組んでいる

49（21）○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入
浴を楽しめるように、職員の都合で曜日や時
間帯を決めてしまわずに、個々にそった支援
をしている

50 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応
じて、休息したり、安心して気持ちよく眠れ
るよう支援している

51 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作
用、用法や用量について理解しており、服薬
の支援と症状の変化の確認に努めている

利用者の個人情報ファイルに処方箋を保管し、職員が

いつでも閲覧できる環境を整えている。服薬介助の際

には職員二名によるダブルチェックを行い、誤薬や服

薬忘れのないよう努めている。バイタル測定での健康

状態の把握や普段の暮らしぶりから、疑問があれば都

度主治医に報告し適切な服薬介助が出来るよう情報共

有している。提携薬局の薬剤師との定期的な面談で報

告と相談を行っている。

あくまで利用者主体とし、職員の都合を押し付けない

よう入浴にお誘いするよう心掛けている。入浴を楽し

みにしていただけるよう、入溶剤の工夫や柚子湯・

しょうぶ湯などの季節感を感じて頂ける支援を提案し

ている。仲の良い利用者同士で一緒に入浴して頂くな

ど、親睦を深める介助を提案している。それぞれの身

体能力にあわせて、シャワーチェアーや足浴機、機械

浴を提案し快適に入浴して頂けるよう配慮している。

　毎日お風呂を沸かしており、利用者の希望（毎日や

最低週2回等）に合わせて入浴支援している。入浴に

おいては湯温・時間帯・順番等の利用者の希望に沿っ

た支援に取り組んでいる。季節湯（菖蒲、ゆず等）や

数種類からの入浴剤の選択、好みの用品の使用（シャ

ンプー、ボディソープ、湯上り後のスキンケア等）な

ど入浴が心地よく楽しみとなるよう工夫して支援して

いる。また利用者の希望・体調に合わせてシャワー

浴・足浴や清拭・陰部洗浄への変更、別ユニットでの

入浴等も支援している。足湯への外出や家族との温泉

外出はコロナ過では自粛している。

日中の活動や家事に参加して頂くことで、活発な生活

を提案し夜間はぐっすり眠っていただけるよう心掛け

ている。利用者の生活歴や嗜好に配慮し、お休みして

頂く時間に関しては、あくまで利用者の意思を尊重し

配慮している。利用者の要望に合わせ、居室のベッド

だけでなくパブリックスペースのソファーで休んでい

ただく等、ご本人の選択を尊重している。

自然な排便を促せるよう、水分の摂取や食事の形態・

活動など、ケア記録を参照し提案している。排便が

滞っている方には主治医に報告し下剤の処方を行って

いるが、服薬での排便コントロールに頼ることなく食

維形態の見直しや運動などの活動の提案など行ってい

る。提携の福祉用具業者に相談し適切な衛生用品の提

案も行っている。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

52 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるよう
に、一人ひとりの生活歴や力を活かした役
割、嗜好品、楽しみごと、気分転換等の支援
をしている

53（22）○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に
出かけられるよう支援に努めている。又、普
段は行けないような場所でも、本人の希望を
把握し、家族や地域の人々と協力しながら出
かけられるように支援している

54 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理
解しており、一人ひとりの希望や力に応じ
て、お金を所持したり使えるように支援して
いる

55 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、
手紙のやり取りができるように支援をしてい
る

御家族や馴染みの方々に、利用者直筆の年賀状や暑中

見舞いを郵送する等、これまでのつながりが継続でき

る関係づくりに努めている。電話やzoomを使用し遠方

の方とも連絡が取れる環境を整えている。利用者の誕

生日やクリスマス等、定期的にお手紙やお花を郵送し

て下さるご家族もおられ、都度お礼を申し上げ関係が

途切れないよう心掛けている。

近隣の散歩や買物等、感染予防を鑑み、マスクの着用

や蜜を避ける時間帯の配慮、帰設後の手洗いやうがい

を徹底することで、実施している。テラスやベランダ

での日光浴も適時お勧めしている。お花見や紅葉鑑

賞、初詣など季節感を実感して頂ける外出支援を行

い、都度利用者の要望をお聞きし行先を決定するよう

心掛けている。要望にお応えし、実家やその周辺の馴

染みのお店にお連れする等、生活歴にも配慮した支援

を行っている。

　日常的に職員から声かけして散歩、畑作業、外気

浴、ドライブ、神社での左義長・落ち葉掃除・ぎんな

ん拾い等の外出を支援している。また利用者の希望に

応じて買い物、お寺参り、選挙等の外出を支援してい

る。コロナ過では密を避ける事ができる外出以外は自

粛を余儀なくされているが、平時は行事企画や利用者

の日頃の要望から普段は行けない場所（白山比咩神

社、暮らしの博物館、町内行事への参加等）への外出

も支援している。家族や友人との外出（自宅外泊、墓

参り、結婚式やお葬式への出席等）や外食も協力を得

て支援している。

御家族からお小遣いをお預かりし、利用者に自由に

使っていただけるよう配慮している。利用者の買い物

支援では極力ご自身に財布をお渡しし、ご自身での支

払いをお勧めし疎遠になりがちな金銭のやり取りを体

験して頂くよう配慮している。財布をご自身で所持し

たい利用者に関しては、その旨ご家族に報告し金銭の

紛失ある可能性を説明し了承を得たうえでお渡しして

いる。

利用者の嗜好や生活歴を把握し、各自の身体能力など

も鑑み、家事や活動を提案し活気ある一日を過ごして

頂けるよう配慮している。家事においては一部の利用

者に偏ることなく、全員が参加し親睦を深めて頂ける

よう、個々の力を発揮できるよう努めている。レクリ

エーションに関しては、1週間の活動メニューを作成

し、職員によって偏ることのない支援が提供できるよ

う配慮している。
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次のステップに向けて期待したい内容
自己 外部 項　　目

自己評価 外部評価

実践状況 実践状況

56（23）○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食
堂、浴室、トイレ等）が、利用者にとって不
快や混乱をまねくような刺激（音、光、色、
広さ、温度など）がないように配慮し、生活
感や季節感を採り入れて、居心地よく過ごせ
るような工夫をしている

57 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合っ
た利用者同士で思い思いに過ごせるような居
場所の工夫をしている

58（24）○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と
相談しながら、使い慣れたものや好みのもの
を活かして、本人が居心地よく過ごせるよう
な工夫をしている

59 ○身体機能を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わ
かること」を活かして、安全かつできるだけ
自立した生活が送れるように工夫している

施設内の廊下やトイレ、浴室等に手すりが設置されて

おり安全な歩行が維持できる環境を整えている。利用

者の身体能力に合わせ、必要あれば福祉用具貸与にて

手すりを設置する等、加齢に伴う身体能力の変化にも

対応している。居室の扉に表札様の記名や写真を設置

したり、トイレの扉にわかりやすい表示を施すなど、

利用者がご自身で判断できるよう配慮している。

台所や交流室にベンチを設置し、利用者がその時の気

分でお好きな場所で過ごして頂けるような環境を作っ

ている。仲の良い利用者同士が、それぞれの居室にお

招きし過ごされる場面もあり、親睦を深めて頂けるよ

う配慮している。

入居の際、馴染みの家具を持参して頂き住み慣れた環

境が維持できるよう提案している。入居後、利用者の

暮らしぶりや要望をお聞きし、その都度家具や装飾品

を購入する等、利用者の想いに応え環境の刷新を行っ

ている。仏壇や絵画等、利用者の嗜好に合ったものを

設置することで、居心地の良い空間づくりに努めてい

る。

　居室にはベッド・洗面台・エアコンが備え付けられ

ている。本人が居心地よく過ごせるよう、利用者の希

望をもとに家族・職員で相談しながら使い慣れた物

（テレビ、冷蔵庫、鏡台、置き時計等）や安心できる

物（仏壇、遺影、家族写真等）、趣味の物（自作品、

ＤＶＤ、小説等）を自由に持ち込んでもらっている。

本人にとって安全で動きやすい動線確保のために家具

（テーブルやイス等）・物品の配置に配慮している。

居室には利用者が自分でもプライバシーを保てるよう

外鍵も付けられており、また自分の部屋と認識しやす

いようにドアマーカーや壁紙の色を分けている。

パブリックスペースでは安全と利用者の関係性に配慮

した家具の配置を行い、居心地の良い空間づくりに努

めている。遮光カーテンを使用し日差しが強すぎない

ような配慮やカレンダー・時計の設置により日時が把

握しやすいような環境を作っている。パブリックス

ペースでの席順は利用者の関係性に配慮し職員が提案

する場合もあるが、仲の良い利用者同士がフレキシブ

ルに座席を移動して過ごして頂けるような声掛けを

行っている。

　ホームの庭園はイングリッシュガーデンをイメージ

しており、四季に応じた多様な植物（ハーブ類等）や

実のなる木々（金柑等）を育てている。またホームの

畑で季節の野菜を栽培し、利用者と共に収穫を楽しん

でいる。1階にウッドデッキが設けられており、外気

浴やプランターで季節の花を栽培する等を楽しんでい

る。冬季は床暖房・加湿器により利用者が快適に過ご

せるよう温度・湿度を管理している。各ユニットのリ

ビング横にセカンドリビング（地域交流室、レクルー

ムとしても活用）があり、ソファやマッサージチェ

ア、本棚、パーテーションの設置等、利用者が一人や

家族、気の合った利用者と一緒に寛げる空間となって

いる。
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